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令和 6年度 

企画提案型利用間伐等促進事業 事業実施のポイント 

１、令和６年度の主な改訂点等 

・複数年契約制度の導入 

・グルップル付きウインチの新規歩掛設定 

・造林作業路修繕等の同時提案 

・公社機械リース優先、差額補助等（以前から実施していますが、この度改めて周知します。） 

 

２、企画提案型による事業実施メリット 

 

  企画提案型 指名競争 

メリット 

以下の要望が可能 

・事業量の確保 

・保育施業の同時提案 

・施業内容・方法・期間 

・工期を複数年に可能（条件あり） 

・売払い先 

・売払い ABC材別出材率 

・売払い手数料 

・売払い運搬単価 

・通勤補正 

・公社機械リース優先、差額補助等 

※ただし、内容によっては協議が必要となる場合がある。 

・事前調査が不要。 

デメリット 

・提案前に事前調査が必要となる ・企画提案で可能な要望ができない。 

・売払い手数料なし（事業体分） 

 

３、素材販売業務実績報告書の提出 

 

・ 例年、提出をお願いしているところですが、利用間伐事業を実施した事業体の皆様

は、売払い完了後、素材販売業務実績報告書を提出してください。 

 

・ 報告書に伝票を添付する際に、他の造林地からの材と一緒に納材するなどして伝票上

で公社分の抽出が難しい場合、『伝票記載分のうち○○○m3が公社分』というように記

載してください。 
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４、共同事業体による入札 

 

・ 前年度に引き続き、共同事業体による入札では登録方法等にご注意願います。新たに

「共同事業体」での事業実施を検討されている事業体の方は、森林・林業課までお問い

合わせください。 

 

５、提案書提出時及び事業実施時の注意点 

 

① 提出場所と提出方法 

 

 

 

 

 

② 提案書作成時の留意点（「令和 6年度「企画提案型利用間伐等促進事業」に係る企画

提案書作成のための仕様書」より抜粋） 

 

 

 

 

 

③ 提案書の作成及び提出時に、とくに考慮していただきたいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案書の宛先・・・（公社）新潟県農林公社 森林・林業課 藤井 

提 出 方 法 ・・・持参・書留郵便・配達証明郵便・宅配便（ポスト投函は不可） 

提案書の１枚目は表紙とし、｢新潟県農林公社企画提案型利用間伐等促進事業企画提

案書｣と表題を付し、当該提案書の団地名、提出者名ならびに本件の担当者及び連絡先

を明記すること。 

１ 提案書提出前に事業参加申込書の提出を必ずお願いします。参加申込書の提出が

ない事例が多く見受けられます。参加申込書を提出時に公社機械リース希望ありと

記入頂くことにより、公社所有高性能林業機械の貸付について優先的に受けられる

可能性があります。公社参加申込書の提出が無い場合は参加申込書を提出した事業

体を優先、もしくは提案書提出の先着順となります。また、複数年度の計画がある

場合は利用間伐事業計画実施希望調査書（別紙様式 2）の提出をお願いします。参

加申込のあった団地については、随時 HPにて申込状況を公開します。 

２ 県森連・市町村等による木材の運搬補助等を活用する場合には、提案内容への反

映をお願いします。 

３ 既設造林作業路の修繕等が必要であると事前に判明している場合は、その旨を提

案書内の森林施業プランナーからの事業実施提案ポイントおよび《公社収支》欄に

記入願います。状況写真・修繕範囲がわかる図面を添付願います。また、修繕等の

参考見積書についても添付願います。 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

４ 提案書内の《公社収支》欄について、補助金の算出方法などわからないことがあ

りましたら随時お問い合わせください。6年度からは作業路修繕等の直接事業費記

入欄も追加しますので、作業路修繕等を加味した最終的な公社収支を明示すること

となります。 

 

５ 保育施業の提案については《年度別事業計画》欄に保育面積を記入願います。ま

た、《収支計算》欄への金額の記入は不要となります。 

 

６ 複数年契約制度を導入したことから、企画提案型でも複数年の工期での提案が可

能となりました。また、提案団地について一体的施業が可能な複数団地となる場合

は、提案書の《事業実施計画》から《収支計算》までのページは、1団地ごとに提

案書を作成願います。（単年度での複数団地提案も同様です。） 

７ 公社所有高性能林業機械の貸付を希望していて（が貸付されず）、民間等リース・

レンタルを利用した場合、公社所有機械の貸付料との差額の４分の３以内の助成金

交付申請（林業機械作業システム新規導入等支援事業）を活用できます。 

 （※詳細な申請方法などは支援センターまでお問合せください。） 








































